
マイホーム借上げ制度 
推進事業のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

■補助内容 

マイホームを JTIへ賃貸する場合に必要となる、以下の費用の一部を補助します。 

①事務手数料           17,000円＋消費税  

②建物診断費用          45,000円＋消費税 

③住宅改修(リフォーム)費用  支払った費用の 2分の 1  
（ただし、600,000円を上限とし、1,000円未満の端数があるときは切捨て） 

※支払った費用がそれぞれ上記の①～③の補助限度額以下の場合は、支払った金額が支給額となります。 

■補助要件  令和6年4月1日から令和7年3月31日に JTIと契約成立（最初の転借人が決定し、 

JTIが借上げ条件を記載した承認通知書を発行）した、三田市内の住宅の所有者 

■提出書類  補助金の申請書、請求書およびその他添付書類 

■申込方法  ＪＴＩとの契約締結後1か月以内に申請書（市のホームページでもダウンロードできます）と 

添付書類※の提出 （郵送不可） 

 

 

 

 

 

 

マイホーム借上げ制度※1 とは、50 歳以上のシ

ニア世帯が所有するご自宅を手放すことなく「一

般社団法人移住・住みかえ支援機構(JTI)」※2 が最

長で終身にわたり借上げをおこない、子育て世帯

などに転貸することで、安定した賃料（もうひとつ

の年金）を得ることを目的とした制度です。 

※1 マイホーム借上げ制度の内容は裏面に記載されています。 

※2 一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）は国土交通省が管轄する（-財）高齢者住宅
財団の住替支援保証業務の事業実施主体として認可を受けて、公的移住・住みかえ支援
制度の実施・運営にあたっている国内唯一の団体です。 

令和 6年度 

※添付書類とは 

①制度利用の際に支払った事務手数料の領収書等の写し ④建物改修費用の明細書、領収書等の写し 
②建物診断費用の領収書等の写し                ⑤建物改修部分のわかるものの写し及び工事前後の写真 
③建物診断報告書の写し                      ⑥ＪＴＩの借上げ条件を記載した承認通知書の写し 

■お問い合わせ■  三田市役所 都市政策課 (本庁舎５階) 

✆079-559-5128  月～金曜日 (祝日・年末年始を除く) 9:00～17:30  
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